
  
 

一
 

 
 

 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
を
廃
止
す
る
法
律
案 

 

次
に
掲
げ
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
。 

一 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
五
号
） 

二 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
） 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。 

 

（
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
次
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
廃
止
前
の
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
次

条
に
お
い
て
「
旧
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
十
八
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。 



 

  
 

二
 

 
（
秘
密
保
持
義
務
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
委
員
長
、
委
員
、
専
門
委
員
又
は
事
務
局
の
職
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
そ
の
職
務
上
知
る
こ

と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
及
び
旧
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
第
二
百
二
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
従
業
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
当
該
委
託
に

係
る
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以

後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
五
条 

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す



  
 

三
 

る
。 

 
 

第
一
条
第
十
四
号
の
三
及
び
第
四
十
七
号
の
三
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
一
官
職
名
の
欄
中
「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
委
員
長
」
及
び
「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員
」
を
削
る
。 

 

（
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

第
六
条
第
一
項
中
「
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。 

 

（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
八
条
本
文
中
「
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
」
を
削
り
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
、
」
及
び
「
、

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
」
を
削
る
。 

 

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 



 

  
 

四
 

第
九
条 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
十
六
条
第
一
号
中
「
、
国
家
公
安
委
員
会
又
は
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
」
を
「
又
は
国
家
公
安
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

 

（
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
本
文
中
「
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
」
を
削
り
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
、
」
及
び
「
、
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
」
を
削
る
。 

 

（
産
業
競
争
力
強
化
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
四
十
七
条
第
三
項
本
文
中
「
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
、
」

及
び
「
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
」
を
削
る
。 

 

（
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



  
 

五
 

 
 

第
五
十
二
条
第
三
項
本
文
中
「
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
、
」

及
び
「
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
」
を
削
る
。 

 

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
秩
序
の
維
持
及
び
安
全
の
確
保
」
を
削
る
。 

 
 

第
四
条
第
三
項
第
五
十
九
号
の
三
を
削
る
。 

 
 

第
十
六
条
第
二
項
中
「
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。 

 
 

第
六
十
四
条
の
表
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
項
を
削
る
。 

  





  
 

七
 

 
 

 
 
 

理 

由 

 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
を
廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


